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令和８年度 保険税率の改正について

１．保険税率の改正案

⑴　改正案

＜現行＞令和７年度　鴻巣市保険税率 令和８年度　鴻巣市保険税率（案） 令和７年⇒令和８年の改正幅

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

 医療分 6.92 ％ 35,500 円  医療分 7.84 ％ 42,000 円  医療分 0.92 ％ 6,500 円

 支援金分 2.76 ％ 16,000 円  支援金分 2.79 ％ 16,000 円  支援金分 0.03 ％ 0 円

 介護分 2.30 ％ 16,000 円  介護分 2.43 ％ 16,000 円  介護分 0.13 ％ 0 円

子ども分 0.25 ％ 1,600 円 子ども分 0.25 ％ 1,600 円

合  計 11.98 ％ 67,500 円 合  計 13.31 ％ 75,600 円 合  計 1.33 ％ 8,100 円

◆ 1人当たり調定見込額　109,243円（※） ◆ 1人当たり調定見込額　122,428円（※）

※理論値：令和7年10月末被保険者が4月～翌3月の12ヶ月加入しているものとして計算したもの

⑵　市町村標準保険税率との差異

令和８年度　鴻巣市保険税率（案）（再掲） 令和８年度　市町村標準保険税率「秋の試算」 鴻巣市保険税率　―　市町村標準保険税率

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

 医療分 7.84 ％ 42,000 円  医療分 7.84 ％ 47,655 円  医療分 0.00 ％ ▲ 5,655 円

 支援金分 2.79 ％ 16,000 円  支援金分 2.79 ％ 16,833 円  支援金分 0.00 ％ ▲ 833 円

 介護分 2.43 ％ 16,000 円  介護分 2.43 ％ 17,247 円  介護分 0.00 ％ ▲ 1,247 円

子ども分 0.25 ％ 1,600 円 子ども分 0.25 ％ 1,651 円 子ども分 0.00 ％ ▲ 51 円

合  計 13.31 ％ 75,600 円 合  計 13.31 ％ 83,386 円 合  計 0.00 ％ ▲ 7,786 円

※▲は税率が足りていない

※水色は税率をほぼ満たす

２．「改正幅の経緯」と「今後の改正幅の考え方」

令和３年⇒令和４年 令和４年⇒令和５年 令和５年⇒令和６年

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

 医療分 ▲ 0.10 ％ 4,000 円  医療分 0.00 ％ 7,000 円  医療分 ▲ 0.10 ％ 500 円

 支援金分 0.00 ％ 0 円  支援金分 0.00 ％ 0 円  支援金分 0.45 ％ 3,000 円

 介護分 0.30 ％ 2,000 円  介護分 0.20 ％ 0 円  介護分 0.20 ％ 0 円

合  計 0.20 ％ 6,000 円 合  計 0.20 ％ 7,000 円 合  計 0.55 ％ 3,500 円

令和６年⇒令和７年 ●令和７年⇒令和８年（再掲） 令和８年⇒令和９年（保険税率の準統一）

所得割 均等割 所得割 均等割 所得割 均等割

 医療分 0.12 ％ 8,000 円  医療分 0.92 ％ 6,500 円  医療分 0.00 ％ 5,700 円

 支援金分 0.01 ％ 0 円  支援金分 0.03 ％ 0 円  支援金分 0.00 ％ 800 円

 介護分 ▲ 0.10 ％ 0 円  介護分 0.13 ％ 0 円  介護分 0.00 ％ 1,200 円

子ども分 0.25 ％ 1,600 円 子ども分 0.00 ％ 100 円

合  計 0.03 ％ 8,000 円 合  計 1.33 ％ 8,100 円 合  計 0.00 ％ 7,800 円

本改正案は埼玉県より示された本市の令和８年度市町村標準保険税率「秋の試算」に基づいて作成しています。今後「本算定」が示された場合は、案を

差し替えさせていただく場合があります。

※標準保険税率とは、法令で定められた統一の算定ルールに基づき県が算定した理論上の税率です。埼玉県では、現在、市町村ごとに異なる保険税率の

統一（目標年度:令和12年度）を目指しており、その過程において、令和９年度に収納率格差以外の項目を統一（準統一）することを目標としており、

その目標値となるのが毎年度各市町村に示される市町村標準保険税率です。

　また、保険税は現在、「医療分」「後期高齢者支援金分（支援金分）」「介護納付金分（介護分）」の３区分がありますが、令和８年度から新たに

少子化対策や子育て支援策の財源を社会全体で確保するため、４つ目の区分として「子ども・子育て支援納付金分（子ども分）」が追加されます。

◆ 1人当たり調定見込額　13,185円(12.07%)の増

（子ども分を除いた場合119,692円） （子ども分を除いた場合10,449円（9.56％））



３．増税額（税転換額）の試算

令和３年⇒令和４年 令和４年⇒令和５年 令和５年⇒令和６年

【改正幅】 所得割 均等割 【改正幅】 所得割 均等割 【改正幅】 所得割 均等割

 医療分 ▲ 0.10 ％ 4,000 円  医療分 0.00 ％ 7,000 円  医療分 ▲ 0.10 ％ 500 円

 支援金分 0.00 ％ 0 円  支援金分 0.00 ％ 0 円  支援金分 0.45 ％ 3,000 円

 介護分 0.30 ％ 2,000 円  介護分 0.20 ％ 0 円  介護分 0.20 ％ 0 円

合 計 0.20 ％ 6,000 円 合 計 0.20 ％ 7,000 円 合 計 0.55 ％ 3,500 円

【税率】 所得割 均等割 【税率】 所得割 均等割 【税率】 所得割 均等割

 医療分 6.90 ％ 20,000 円  医療分 6.90 ％ 27,000 円  医療分 6.80 ％ 27,500 円

 支援金分 2.30 ％ 13,000 円  支援金分 2.30 ％ 13,000 円  支援金分 2.75 ％ 16,000 円

 介護分 2.00 ％ 16,000 円  介護分 2.20 ％ 16,000 円  介護分 2.40 ％ 16,000 円

合 計 11.20 ％ 49,000 円 合 計 11.40 ％ 56,000 円 合 計 11.95 ％ 59,500 円

改正率　4.05％ 改正率　6.09％ 改正率　5.05％

令和６年⇒令和７年 ●令和７年⇒令和８年 令和８年⇒令和９年見込（保険税率の準統一）

【改正幅】 所得割 均等割 【改正幅】 所得割 均等割 【改正幅】 所得割 均等割

 医療分 0.12 ％ 8,000 円  医療分 0.92 ％ 6,500 円  医療分 0.00 ％ 5,700 円

 支援金分 0.01 ％ 0 円  支援金分 0.03 ％ 0 円  支援金分 0.00 ％ 800 円

 介護分 ▲ 0.10 ％ 0 円  介護分 0.13 ％ 0 円  介護分 0.00 ％ 1,200 円

子ども分 0.25 ％ 1,600 円 子ども分 0.00 ％ 100 円

合 計 0.03 ％ 8,000 円 合 計 1.33 ％ 8,100 円 合 計 0.00 ％ 7,800 円

【税率】 所得割 均等割 【税率】 所得割 均等割 【税率】 所得割 均等割

 医療分 6.92 ％ 35,500 円  医療分 7.84 ％ 42,000 円  医療分 7.84 ％ 47,700 円

 支援金分 2.76 ％ 16,000 円  支援金分 2.79 ％ 16,000 円  支援金分 2.79 ％ 16,800 円

 介護分 2.30 ％ 16,000 円  介護分 2.43 ％ 16,000 円  介護分 2.43 ％ 17,200 円

子ども分 0.25 ％ 1,600 円 子ども分 0.25 ％ 1,700 円

合 計 11.98 ％ 67,500 円 合 計 13.31 ％ 75,600 円 合 計 13.31 ％ 83,400 円

改正率　6.44％ 改正率　12.07％（9.56％） 改正率　4.07％

増税額 増税額 増税額

４．基金残高の状況

５．保険税調定額の推移

※被保険者数は年度平均値で、令和7年度と8年度は見込。

６．県への納付金の推移

 令和７年度【決算見込】 1億6,759万946円 735万9,000円 1億6,000万円

令和８年度（試算額） 24億1,293万7,000円（見込） 25億4,650万円（見込） 20,800人（見込） 122,428円/人

 令和６年度【決算】 1億6,023万1,946円 ▲1億5,057万2,992円 2億8,000万円

 令和５年度【決算】 3億1,080万4,938円 ▲1億1,727万8,232円 3億6,000万円

 令和４年度【決算】 4億2,808万3,170円 ▲1億5,105万3,622円 4億3,200万円

予算額 調定額

年度末基金保有額 　前年度比 《参考》基金取崩額

（子ども分を除いた場合2億1,700万円）

１億3,660万円 2億7,400万円 　　1億150万円

被保険者数 １人当たり調定額

増税額(試算額) 8,540万円 増税額(試算額) １億3,110万円 増税額(試算額) １億740万円

令和７年度（見込） 21億2,855万5,000円 23億6,610万円（11月末） 21,609人（見込） 109,499円/人

令和６年度（決算） 20億8,601万7,000円 22億1,392万6,600円 22,485人 98,462円/人

令和５年度（決算） 21億5,060万5,000円 21億7,707万3,800円 23,706人 91,836円/人

令和４年度（決算） 20億3,304万0000円 22億2,227万2,200円 25,049人 88,717円/人

 納付金の算定額　①  激変緩和（国県の支援）  納付金額  県推計被保数　②   1人当納付金額①/②

 令和７年度 29億4,123万9,351円 なし 29億4,123万9,351円 21,133人 139,178円/人

 令和８年度（秋の試算） 31億2,881万2,116円 なし 31億2,881万2,116円 20,827人 150,229円/人

 令和６年度 30億2,644万2,225円 なし 30億2,644万2,225円 22,741人 133,083円/人

 令和５年度 30億9,717万3,722円 ▲6,512万2,020円 30億3,205万1,702円 24,035人 126,152円/人

 令和４年度 31億2,075万7,889円 ▲1億3,016万9,633円 29億9,058万8,256円 25,104人 119,128円/人



【参考資料】

平27年

度

平28年

度

平29年

度

平30年

度

令元年
(H31)

令2年度 令3年度 令4年度 令5年度 令6年度

・前高(65～74歳) 14,318人 14,239人 14,088人 13,735人 13,515人 13,692人 13,358人 12,455人 11,617人 10,794人

・未就学児(～6歳) 699人 587人 558人 497人 442人 441人 432人 415人 355人 325人

・一般(7～64歳) 15,765人 14,460人 13,467人 12,749人 11,982人 11,835人 11,540人 11,237人 10,865人 10,659人

国保被保険者 30,782人 29,286人 28,113人 26,981人 25,939人 25,968人 25,330人 24,107人 22,837人 21,778人

後期被保険者 13,153人 13,975人 14,725人 15,613人 16,252人 16,543人 17,362人 18,419人 19,374人 20,255人

国保世帯/市世帯 37.3% 35.9% 34.7% 33.4% 32.3% 32.3% 31.5% 30.0% 28.8% 27.6%

国保被保/市人口 25.9% 24.6% 23.6% 22.8% 22.0% 22.0% 21.5% 20.5% 19.4% 18.5%

(前高割合) 46.51% 48.62% 50.11% 50.91% 52.10% 52.73% 52.74% 51.67% 50.87% 49.56%
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①国保被保険者数、後期加入者数など

市人口の減少や、団塊の世代（昭22～24生まれ）の後期高齢者への移行、被用者保険の拡大などにより、国保被保険者

は急激に減少しています。

【年度末】

平27年度 平28年度 平29年度 平30年度
令元年
(H31)

令2年度 令3年度 令4年度 令5年度 令6年度

鴻巣市 45.00% 47.47% 49.35% 50.39% 51.30% 52.24% 52.72% 52.11% 51.38% 50.26%

40市平均 38.64% 40.15% 41.65% 42.39% 42.71% 43.27% 43.85% 43.13% 42.23% 41.09%

県内平均 38.91% 40.47% 42.03% 42.82% 43.20% 43.81% 44.43% 43.73% 42.85% 41.72%

市順位(高順) 3位 3位 3位 3位 3位 2位 2位 3位 2位 3位
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②前期高齢者の構成率の推移

前期高齢者の割合は県内でも上位に位置しています。（年度平均のため①表の割合とは異なります）

【年度平均】

出典：国保連合会



【参考資料】

平27年度 平28年度 平29年度 平30年度
令元年
(H31)

令2年度 令3年度 令4年度 令5年度 令6年度

鴻巣市 335,501円 345,937円 353,474円 355,097円 360,536円 339,276円 374,305円 389,758円 393,534円 399,503円

40市平均 318,931円 323,042円 331,854円 335,936円 343,473円 334,027円 357,016円 365,185円 379,367円 385,258円

県内平均 320,652円 324,619円 333,646円 337,864円 345,590円 336,241円 359,100円 367,426円 382,175円 387,690円

市順位(高順) 9位 8位 8位 10位 13位 21位 10位 6位 16位 16位
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420000 ③: １人当たり総医療費：推移

医療技術の進展などの影響により、1人当たり医療費は増加しています。 前期高齢者の割合が高い鴻巣

市は常に県内平均を超えています。

平27年度 平28年度 平29年度 平30年度
令元年
(H31)

令2年度 令3年度 令4年度 令5年度 令6年度

鴻巣市 466,469円 465,095円 467,205円 461,037円 462,803円 426,843円 479,540円 506,089円 509,234円 516,111円

40市平均 485,759円 480,749円 486,067円 485,004円 493,098円 474,051円 498,379円 510,096円 530,999円 543,015円

県内平均 484,782円 479,725円 484,738円 483,288円 491,502円 472,804円 497,254円 508,931円 530,168円 541,488円
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29位 29位
30位

32位 34位

40位

27位

21位

32位
33位

1位

6位

11位

16位

21位

26位

31位

36位

41位

400,000円

420,000円

440,000円

460,000円

480,000円

500,000円

520,000円

540,000円

560,000円
④: １人当たり総医療費【再掲：前期高齢者】推移

前期高齢者割合が高いため全体の1人当たり医療費は高いですが、前期高齢者に該当する世代の1人当た

り医療費は県内平均を下回っています。



【参考資料】

平27年度 平28年度 平29年度
平30(改

正)

令元年
(H31)

令2年度 令3年度
令4(改

正)

令5(改

正)

令6(改

正)

鴻巣市 80,239円 80,261円 80,217円 84,276円 83,997円 83,862円 83,477円 88,717円 91,836円 98,462円

40市平均 91,201円 91,704円 91,662円 93,397円 94,877円 95,494円 95,932円 100,380円 100,726円 106,313円

県内平均 90,497円 91,027円 91,005円 92,646円 94,121円 94,773円 95,072円 99,446円 99,822円 105,482円

市順位(高順) 35位 34位 33位 30位 31位 32位 33位 32位 28位 30位

80,239円 80,261円 80,217円

84,276円 83,997円 83,862円 83,477円

88,717円

91,836円

98,462円

91,201円
91,704円 91,662円 93,397円

94,877円 95,494円 95,932円

100,380円

100,726円

106,313円

90,497円 91,027円 91,005円 92,646円 94,121円 94,773円 95,072円 99,446円 99,822円 105,482円

35位

34位
33位

30位
31位

32位

33位 32位

28位

30位

1位

6位

11位

16位

21位

26位

31位

36位

75,000円

80,000円

85,000円

90,000円

95,000円

100,000円

105,000円

110,000円 ⑤: １人当たり調定額

令和4年度から毎年度税率改正を実施しておりますが、依然県内でも低い調定額となっています。

平成30年度税率改正5.06％、令和4年度6.28％(計画4.05％)、令和5年度3.52％(計画6.09％)、令和6年度7.21％(計画

5.05％)、令和7年度(計画6.44％)の改正を行いました。（令和8年度案12.07％。子ども分を除いた場合9.56％）

H23:7･5･2軽減

H25:2方式

令2年度 令3年度 令4年度 令5(本算定) 令6(本算定) 令7(本算定)
令8(秋の試

算)

算定額(退職含) 2,909,860,020 2,990,748,256 3,120,757,889 3,097,173,722 3,026,442,225 2,941,239,351 3,128,812,116

激変緩和 △ 124,079,116△ 58,446,857△ 130,169,633△ 65,122,020 0 0 0

鴻巣市:納付金 2,785,780,904 2,932,301,399 2,990,588,256 3,032,051,702 3,026,442,225 2,941,239,351 3,128,812,116

比較(前年比) -182,631,924 146,520,495 58,286,857 41,463,446 94,140,826 -85,202,874 187,572,765

被保数(一般推計) 25,690人 25,310人 25,104人 24,035人 22,741人 21,133人 20,827人

一人当たり(一般分) 108,418円 115,843円 119,122円 126,152円 133,083円 139,178円 150,229円

108,418円

115,843円
119,122円

126,152円

133,083円

139,178円

150,229円

95,000

105,000

115,000

125,000

135,000

145,000

155,000

165,000

175,000

24

25

26

27

28

29

30

31

32

単位:億

⑥国保事業費納付金
1人当たり納付金

県本算定数値

国保事業費納付金



所得割 均等割 所得割 均等割

医療分 6.92% 35,500円 医療分 7.84% 42,000円

支援分 2.76% 16,000円 支援分 2.79% 16,000円

介護分 2.30% 16,000円 介護分 2.43% 16,000円 →40歳～64歳に課税

子ども分 0.25% 1,600円

合計 11.98% 67,500円 合計 13.31% 75,600円

所得割 均等割 所得割 均等割

医療分 円 10,600円 医療分 円 12,600円

支援分 円 4,800円 支援分 円 4,800円

介護分 円 円 介護分 円 円

子ども分 円 400円

合計 円 15,400円 合計 円 17,800円

年額： 15,400円 年額 17,800円 2,400円 増

【参考】1人加入世帯構成割合（介護分非該当者）：42.4％

所得割 均等割 所得割 均等割

医療分 134,200円 35,500円 医療分 152,000円 42,000円

支援分 53,500円 16,000円 支援分 54,100円 16,000円

介護分 44,600円 16,000円 介護分 47,100円 16,000円

子ども分 4,800円 1,600円

合計 232,300円 67,500円 合計 258,000円 75,600円

年額： 299,800円 年額 333,600円 33,800円 増

【参考】1人加入世帯構成割合（介護分該当者）：23.1％

所得割 均等割 所得割 均等割

医療分 32,500円 35,500円 医療分 36,800円 42,000円

支援分 12,900円 16,000円 支援分 13,100円 16,000円

介護分 円 円 介護分 円 円

子ども分 1,100円 1,600円

合計 45,400円 51,500円 合計 51,000円 59,600円

年額： 96,900円 年額 110,600円 13,700円 増

【参考】2人加入世帯構成割合：27.2％

所得割 均等割 所得割 均等割
     収入：430万円（給与） 医療分 177,800円 106,500円 医療分 201,400円 126,000円

支援分 70,900円 48,000円 支援分 71,700円 48,000円
　　収入：90万円（給与） 介護分 59,100円 32,000円 介護分 62,400円 32,000円

子ども分 6,400円 3,200円

合計 307,800円 186,500円 合計 341,900円 209,200円

年額： 494,300円 年額 551,100円 56,800円 増

　  （=所得300万円＋25万円）

【参考】3人加入世帯構成割合：7.3％

※【参考】の加入者数別世帯構成割合は令和7年11月末時点加入者データより算出
（世帯内の国保加入者数で区分しており、住民票の世帯人数とは異なる）

●令和８年度　税率改正案

→18歳以上に課税（R8新設）

　●年齢：妻（41歳）

　●年齢：子（10歳）
　　収入：なし

税率改正案
モデルケース別

影響額 ●令和７年度　鴻巣市税率

　●年齢：73歳
　　収入：150万円（年金）
　
    （=所得40万円）

　　※均等割7割軽減

   ●年齢：42歳
　　収入：350万円（給与）
　
    （=所得237万円）

　●年齢：夫（70歳）
　　収入：200万円（年金）
　
　●年齢：妻（68歳）
　　収入：80万円（年金）

　 （=所得90万円＋0万円）
　
　　※均等割5割軽減

【モデルケース①】年金収入：単身世帯

【モデルケース②】給与収入：単身世帯

【モデルケース③】年金収入：2人世帯

【モデルケース④】給与収入または事業所得：3人世帯

　●年齢：夫（45歳）



写




